
町長への手紙・回答内容 

（Ｒ６．９受付分） 

NO 投稿者 

氏名・住所 
（ 要望・意見内容 ）  回  答 

1 50代女性 （ごみ収集関係） 

「もえるごみ収集日がハッピーマンデーにあたると収集日が週１

回になるため、曜日の変更をしてほしい。」 

                         

ハッピーマンデーにおける可燃ごみの収集につきまして、

月曜日が可燃ごみの収集日に当たっている月にはご不便を

お掛けしております。 

ご要望いただきましたハッピーマンデーの可燃ごみ収集

につきましては、関係機関と協議の上検討していきたいと思

います。 

 

（健診関係） 

「いろいろな検査が無料で受けられるのは大変嬉しいが、できれば

自分が通院している病院で受けられるようにしてほしい。」 

                   

町の健康診査は、国、県の指針に基づき、糖尿病や心臓病、

脳卒中などの生活習慣病の発症や重症化を未然に防ぐこと

を目的に実施しています。また、後期高齢者については、加

齢に伴う心身の衰え（フレイル）をチェックし、医療や介護

予防につなげることを目的としています。国民健康保険加入

者及び後期高齢者医療制度加入者の方には、通院先で検査を

受けておられても、年１回、町の健康診査をご案内させてい

ただく仕組みになっています。 

そのため、町の健診を通院されている病院で受診すること

はできないことになっておりますので、ご理解いただきます

ようお願いいたします。 

なお、社会保険に加入されている場合は、お勤め先に確認

くださるようお願いします。 



2 70代男性 （高齢者のスマホ教室） 

「老人向けのスマホの使い方を教えてくれる講習会を開いてほし

い。」 

                      

町として、時間と場所にとらわれないデジタルのメリット

を生かしたサービスの充実を検討しておりますが、住民の皆

さんに使っていただけなければ無意味であると認識してお

ります。引き続きスマホ教室の実施については、検討を重ね

てまいります。 

3 70代女性 （犯罪被害関係） 

「犯罪被害者支援条例の設置をしてほしい。 

 県内では２２市町村で制定されており、東南置賜二市二町のう

ち、制定されていないのは川西町だけ。」 

                       

 

 

被害者が受けられる支援内容に格差が生じないよう努め

てまいりたいと思います。条例制定についても十分に検討し

てまいります。 

 

4 70代男性 （生徒の文化学習関係） 

「現 在 、 川 西 町 の 子 ど も た ち は 何 を 町 の 誇 り と し て

い る の か 。 町 内 施 設 へ の 存 在 認 識 や 関 心 は も ち ろ ん

大 切 だ が 、 そ れ 以 上 に そ の 機 能 に 触 れ る こ と こ そ 重

要 。  

 フ レ ン ド リ ー プ ラ ザ に お け る こ ま つ 座 の 観 劇 な

ど 、 田 舎 に い な が ら に し て 中 央 の 質 の 高 い 文 化 に 触

れ ら れ る環 境 に あ る 。例 え ば 、年に 一 回、町 内 中 学３

年 生 を こま つ 座の 演劇 に 招 待す る など はど う か 。」 

                       

川西町交流館あいぱるでは、全国的に活躍された５名の町

民を紹介する「アルカディア人物館」を設置し広く紹介して

いるところですが、今後も町の誇りや文化に触れる機会を提

供することは非常に重要だと考えます。 

2024 パリオリンピック男子バレーボール代表の犬川出身

の髙橋健太郎選手の活躍は子ども達、川西町民としての誇

り、そして夢と希望を与えてくれました。町では今後も髙橋

選手に協力いただきながら子供たちと触れ合う機会を作っ

ていきたいと考えています。 

また、井上ひさし氏につきましては、遅筆堂文庫や今年開

設した書斎の解放などを通して広く功績を伝えており、井上

作品の公演につきましては関係機関と検討してまいりたい

と考えております。 

親子パークゴルフ教室を通じて体験から学び成長する機



会を提供することも、川西町郷土愛の醸成に寄与する大切な

取り組みであり、敬意と感謝を申し上げ、今後も子ども達の

郷土愛の醸成にご協力いただきますようお願いいたします。 

5 

 

 

60代男性 （農地の賃借料） 

「私は元農家で農業委員会を通して田んぼを貸している。肥料が値

上がりしたなどが関係し、去年賃借料が下がった。しかし今年は米

価が 2,000～3,000円/俵も値上がりしたので、賃借料も上げてほし

い。 

この賃借料決定は農業委員会がしているのか。公正公平な第三者

的な立場の人による決定を望む。」 

                       

農地の賃貸借契約に係る参考賃借料について、農地の単収

ベースで区分し、一定の目安として農業委員会が示しており

ます。毎年 12 月ごろから次年度の賃借料について見直しが

必要か検討を開始します。賃借料については、農家収入のみ

ならず、それに係る経費、農業情勢等総合的に鑑み、必要に

応じて見直しをかけるものです。 

最終決定は農業委員会で行いますが、一昨年の参考賃借料

見直しは、農業委員はもちろん、農地利用最適化推進委員、

町内 7 地区の所有者、耕作者の代表の方の意見を聴取しなが

ら決定したものであります。決定したものは広く町民の方に

お示ししているものの、農地の単収ベースで区分した目安と

しての金額となるため、参考としてとらえていただき、個別

の農地の賃貸借契約に基づく契約者双方の合意により金額

を決定していただければと思います。 

なお、次年度以降の参考賃借料については、これから協議

を行うため、いただきましたご意見も踏まえながら検討させ

ていただきます。 

6 30代男性 （イベント関係） 

「長井市の黒獅子祭りのように、川西町にもたくさん神社があるの

で、川西町の獅子を一堂に集めて開催出来るイベントをしてほし

い。」 

                      

以前は毎年 8 月 16 日に「川西奉賛獅子まつり」を開催し、

まさしく町内の獅子が競演するイベントを実施しておりま

した。また、8 月 15 日には「町民パレード」を開催し、二夜

連続の夏のイベントとして定着しておりましたが、その後

「川西奉賛獅子まつり」と「町民パレード」を統合し、「かわ



 

 

にし夏まつり」として形を変えて現在に至っております。 

「かわにし夏まつり」では 7 社（現在は 5 社）より協力を

いただき、輪番により獅子踊りをご披露いただいておりま

す。 

「一堂に集めて」とはいかないのが現状ですが、「かわに

し夏まつり」にお越しいただき町内の獅子踊りをお楽しみい

ただければ幸いです。 

7 70代女性 （若い世代の就労関係） 

「若い人が働ける場所を作るべき。30 才未満者だけ働ける場所 

が必要と思う。受け入れた会社に補助金を支払うのはどうか。」 

                        

 

 

雇用対策法では、特定の年齢層のみを募集することは制限

されているところであり、町では高校生に町内の事業所を知

ってもらう機会を作るなど、若い人の希望にあった職業選択

ができるような支援を通じて、町内への定着を促進しており

ます。 

8 70代男性 （道路関係） 

「車社会に道路の美しさは住みよい町に。町道 県道 国道マップを

作り農家の春から秋まで草の中でなく、道路が美しい町に変えてほ

しい。小松の町の中ももっと力を入れてほしい。」 

                        

町では、路面損傷の激しい町道について、計画的に路面補

修を行っております。また、道路脇の草刈りについても計画

的に実施しております。今後も交通の安全性の確保に向けて

取り組んでまいります。 

9 70代男性 

 

（施設設置・人材育成関係） 

「・駅前町有地をキャンピングカー用のモータープールに（ＲＶパ

ーク） 

・置農を県産地研究室、さらに大学や後継者学習施設の併設 

・駅前通りの電柱地中化 

・イザベラの道（旧越後米沢街道）の整備 

・まちなか案内人育成やこまつ舞妓育成」 

・アイデア（まちづくり）フォーラム開催」                   

貴重なご意見として捉えさせていただき、今後の各種施策

等の検討に加えてまいります。 

 

 



              

（産業振興関係）  

「来年度は町政 70 周年、翌年は米坂線（羽前小松駅）開業 100 周

年、令和 10 年度はイザベラ・バード来町 150 周年と記念年（アニ

バーサリーイヤー）が続く。今からプロジェクトを立ち上げ、観光

による産業振興を図るよう準備を開始してほしい。 

 また、これまで交流があるマレーシアや台湾へのアプローチも忘

れずに行うべし！！」   

                        

今後迎える周年事業については、それぞれ関係する団体と

意見交換を行い、マレーシアや台湾へのアプローチも含め、

取り組み内容を協議して参ります。 

（文化・芸術関係） 

「菜の花座や川西演劇研究会が頑張っているうちに『かわにし演劇

フェス』や『全町民参加ミュージカル』などの企画を具現化して『ひ

さしのマチ』に相応しい事業を立ち上げてほしい。まちなかに井上

ひさしミュージアムを！！」 

                        

 

 

本町内には、大人や子どもが演劇活動を行う団体があり、

フレンドリープラザにおいて定期的に公演を行うなど活躍

されております。町といたしましては、このような団体が継

続して活発に活動できるよう、文化・芸術の振興に努めると

ともに、いただいたアイディアなどを参考にさせていただき

ながら、井上ひさし氏の故郷として相応しい事業の推進に努

めてまいります。 

10 80代男性 （公園整備） 

「川西町には子供から大人まで憩える空間（公園等）が少ない。現

在身近な場所に耕作放置として約１ha ほどの土地があるが、公園

緑地とし活用してもらえないか。 

 山奥の公園でなく、皆が目の届く場所なので利便性も高いと思

う。是非活用をお願いしたい。 

             

耕作放棄地を公園として活用するには、農地である以上、

農振農用地であるかどうかの確認を行い、農振農用地であれ

ば農振除外や農地転用など農業振興法や農地法上の手続き

が必要となります。農地所有者の意向確認も必要です。また、

公園として整備を行うには用地取得費や維持管理等の経費

が毎年発生するなど財政負担を伴います。 

町内には、小松地区と犬川地区を除いた各地区の交流セン



 ターの隣接（近接）地に農村公園を設けており、町民の皆さ

んに広く活用していただいております。 

町では、現在、新たな公園整備の予定はございませんが、

旧役場庁舎等跡地に建設を進めている川西まちなかテラス

には、敷地内に芝生の広場の整備を予定しております。 

芝生の広場の周りには東屋も整備することから、施設も含

めた一体的な利用により、様々な世代の憩いの場としてご利

用いただけることを期待しております。 

 

11 60代女性 （交通安全） 

「町体の道路から東側（下萩野）にかけての歩道と街灯設置を。 

夜 に な る と 街 灯 が な く 真 っ 暗 で 子 供 達 が 見 え な い 。

早 々 に 対応 を お願 いし た い 。  

           

 歩道や歩行空間の整備につきまして、現在、整備の要望を

いただいている箇所は町内に数多くありますので、交通量や

優先度を勘案し、総合的に検討してまいります。 

給 食 無 償 化  

                       

 

 

学校給食の無償化につきまして、全国的な物価高騰などに

よる保護者の経済的負担の軽減を図るため、各自治体におい

て実施されており、本町では、食材の値上がりに対して一部

補助を実施しております。 

無償化を実施するにあたっては、恒久的な予算の確保が必

要となりますので、今後の国の子育て支援施策などの動向を

注視しながら、検討を進めてまいります。 

高 齢 者 の 医 療 費 無 償 化 （ 高 齢 者 は 医 療 機 関 に か か る

人 が 多 く負 担 が大 きい ）  

                    

 

 

日本では国民みんなが公的医療保険に加入する国民皆保

険制度をとっております。また、平成 20 年からは、現役世

代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度

とし、また医療制度を将来にわたり持続可能なものとするた

め、75 歳以上が加入する後期高齢者医療制度が新たにスタ



ートしているところです。本町高齢者の医療費は年々増加傾

向にあるところです。町の財源も限りがあることから、高齢

者の医療費無償化はなかなか難しい問題でありますが、医療

機関にかかることが少なくなるような、健康な高齢者を一人

でも多くするため、健康活動や事業の推進を図っていきたい

と考えております。 

12 40代男性 （ ご み の 不 法 投 棄 関 係 ）  

「 国 道 ２ ８ ７ 号 線 沿 い の う め や か ら 車 で 進 み 、 Ｙ 字

路 を 左 に 進 む と 、 東 部 ラ イ ス ス テ ー シ ョ ン や 高 畠 方

面 へ 続 く 町 道 。 吉 島 地 区 に 入 り 、 吉 田 西 部 落 か ら 吉

田 東 部 落 等 の 道 路 の ご み の ポ イ 捨 て が 多 い 。 看 板 の

設 置 等 、対 策 して ほし い 。  

                   

（ 交 通 安 全 ）  

 ま た 、 県 道 ３ 号 線 と 前 述 を 繋 ぐ 東 部 ラ イ ス ス テ ー

シ ョ ン 東 側 の 農 道 、 通 り 抜 け が 多 く 一 時 停 止 も て き

と う で 非常 に 危険 なの で 、 対策 を して ほし い 。  

                  

 

情報提供いただきましたごみの不法投棄につきまして、吉

島地区の衛生組織と連携し、看板の設置等を進めていきたい

と思います。 

 

 

 

 

東 部 ラ イ ス ス テ ー シ ョ ン 東 側 の 農 道 に つ い

て 現 地 確認したところ、自主規制の一時停止標識が設置さ

れておりました。停止して安全確認を行うことが好ましい場

所であることから、道路管理者と連携を図り、事故防止に努

めてまいります。 

13 70代 女性 （ 防 災 関 係 ）  

「 防 災 無 線 に つ い て 、 私 は 中 郡 に 住 ん で い る が 、 内

容 は ほ と ん ど 聞 き 取 れ な い 。 ど の よ う に 対 応 し た ら

よ い の か 。」  

                

防災行政無線（屋外スピーカー）は災害時における情報伝

達手段の基幹として、町内 21 か所に整備しております。防

災行政無線は、屋外向けとはいえ、気象状況や地形などの影

響により、音が風で流されたり、屋外スピーカーと住居の位

置関係、近年の住居の遮音性が上がっているなどの理由によ

り、聞こえにくい場合があります。 

緊急時には、サイレンを吹鳴したり、音量レベルを最大に



して放送を行いますが、屋内で同じ放送内容が聞ける機器

（戸別受信機）を無償で貸出したり、町ＨＰ、ＬＩＮＥ，Ｓ

ＮＳで情報収集することも推奨しています。 

町ではできるだけ聞き取りやすい放送に努めますが、災害

時、屋外スピーカーが鳴っていることに気づいていただき、

ほかの伝達手段から情報を取得するための合図になればと

思っております。 

 

14 無記名 （幼児施設整備） 

「小松保育所の外壁の劣化（汚れ）が激しいのでせめてきれいに塗

ってほしい。子供達の為にももう少し外観が可愛らしくなってほし

い。」  

                       

 小松保育所は昭和５３年に建設された施設で老朽化が進

行しており、町の公共施設等総合管理計画により、毎年危険

個所から修繕等を進めております。外壁の劣化については今

後計画的な修繕に含めながら検討してまいります。 

15 無記名 

 

（納税関係） 

「税金関係の支払いをクレジットカードや電子マネーなどででき

るようにしてほしい。」 

                        

国民健康保険税、固定資産税、町県民税、軽自動車税につ

きましては、令和５年度から納付書に印刷してあるＱＲコー

ドをスマートフォン等で読み込むことにより、各種電子マネ

ーやクレジットカード、インターネットバンキング等での納

付が可能となっております。上記以外については、現在対応

を検討中です。 

国や他市町村の動向等を注視しながら、利便性の向上を図

ってまいりますので、何卒ご理解くださいますようお願いい

たします。 

なお、納入方法等の詳細は下記のサイトでご確認くださ

い。 

【地方税お支払いサイト】 

【川西町ホームページ】 



「eLTAX(エルタックス)による地方税の電子申告・納税など

の手続き」 

16 60代女性 （生涯学習関係） 

「これからの時間を自分の為に使おうと考えている。書道、華道、

アレンジメントフラワー等、気軽に申し込みが出来て気軽に退会が

できる所がほしい。米沢市や高畠町にはあるが川西町にはない。町

内にあれば高齢者も家に籠らず外に出たくなると思う。」 

                       

町の芸術文化協会では、書道、華道等、様々な分野の団体

が活動されており、また、町内各地区交流センターでは、魅

力ある講座などを開催しております。 

このような情報の発信をはじめ、町民の皆さんが気軽に参

加できるよう、様々な講座・教室について町報などを通して

広くお伝えしてまいりたいと思います。 

 

17 無記名 （町報） 

「町報について、高齢者にも読み易くなるように活字を大きくした

り、太字にしたり工夫してほしい。 

                          

日頃から町報かわにしをご愛読いただきありがとうござ

います。町報は、町民の皆様に必要な情報をより分かりやす

くお伝えすることを目的に毎月発行しております。いただい

たご意見を参考に、より読みやすくなるよう改善に努めてま

いりますので、今後とも町報をご愛読いただきますようお願

いいたします。 

18 無記名 （ゴミ野焼き関係） 

「稲刈りが終わると田んぼに残った稲わらを焼き、大量の煙を巻き

散らかしているが、大気の汚染、健康への被害も考えられるのでは

ないか。家庭のゴミを朝早く焼却すれば見つからないと思ってる人

がいるので指導してほしい。」 

                          

野焼きにつきましては法律で禁止されているところです

が、農業を営むためにやむを得ない焼却は野焼きの例外とさ

れております。なお、その場合においても、火災予防に備え

た消防署への届出とともに、周辺環境への十分な配慮を行う

必要があります。 

不適切な状況や野焼きと思われる事案を発見した際には、

町へお知らせいただきますようお願いいたします。 



19 無記名 

 

（ イ ベ ン ト 関 係 ）  

「 フ レ ン ド リ ー プ ラ ザ に ア ー テ ィ ス ト を 呼 ん で の ラ

イ ブ （ 地域 活 性化 ）」  

                 

フレンドリープラザでの催し物は、指定管理者である特定

非営利活動法人かわにし文化広場が主催しております。この

度いただきましたご意見につきましては、まちづくり課とフ

レンドリープラザの所管課であります教育文化課とで情報

を共有しながら検討してまいります。 

 


